
野⽣イノシシ捕獲強化にむけた取組

捕獲強化に向けた取組 取組状況
1. 重点捕獲エリアの設定 • 関係９県※に対し、エリア設定の考え⽅、銃猟の効果的な活⽤、

わな設置数の増加の⽅針を伝達
※ 岐⾩県、愛知県、三重県、⻑野県、福井県、富⼭県、⽯川県、静岡県、滋賀県
• 環境省とともに関係９県を訪問し、具体的なエリア設定について

打ち合わせを実施

• 各県毎に重点エリアを設定し次第、９⽉からエリア内での捕獲を
強化

2. ＩＣＴわな、⼤型囲い
罠の導⼊⽀援

• ＩＣＴわな開発企業の協⼒を得て、技術サポート窓⼝を設置
• 今後、導⼊が必要な地域に対して⿃獣交付⾦により⽀援

3. 捕獲者サポート体制整
備

（猟友会、隊友会、消防
団の活⽤）

• ⼤⾂より、⼤⽇本猟友会⻑に対し、更なる捕獲強化を依頼
• （公社）隊友会を訪問し、捕獲者サポート体制整備への協⼒を依

頼
• 県・市町村を通じて⾃治会、消防団にも協⼒を依頼

・ 銃猟の効果的な活⽤
・ わな設置数の増加
・ 試験回数増 8/20 岐⾩、 8/21 ⽯川・富⼭・福井

8/22 ⻑野・静岡・愛知 8/23 三重・滋賀

⼤⽇本猟友会から、関係９県に対し、更なる捕獲強化について依頼済
8



豚コレラ対策関係９県における捕獲重点エリアの設定概要

⻑野県

富⼭県

⽯川県

三重県

福井県

京都府

群⾺県

新潟県

埼⽟県

岐⾩県

滋賀県

【静岡県】
・愛知県に隣接する、県⻄部の
湖⻄市、浜松市を中⼼に捕獲重
点エリアを設定。

【愛知県】
・野⽣イノシシの⽣息が確認さ
れている地域の全域を捕獲重点
エリアに設定。渥美半島は特に
集中的に捕獲。

【岐⾩県】
・⼭岳地域を除いたほぼ全域を
捕獲重点エリアに設定。

【⻑野県】
・県外からの移⼊と未感染地域
への拡散を防ぐ｢防衛ライン｣を
設定し、捕獲を強化しつつ移動
拡散を防⽌。

【富⼭県】
・県⻄部のワクチンベルト、県
東部の常願寺川ラインを防衛ラ
インとして、重点エリアを設定。

【⽯川県】
・県の全域を捕獲重点エリアに
設定。

【福井県】
・県のほぼ全域を捕獲重点エリ
アに設定。

【三重県】
・豚コレラ確認地点の南側に位
置する北勢地域を防衛ラインに
設定。

【滋賀県】
・ワクチン散布エリアを除く県
北部を捕獲重点エリアに設定。

愛知県 静岡県

⼭梨県

捕獲重点エリア 野生イノシシ陽性地点（一部略）
捕獲重点エリアのうち

各県で特に重視する地域
（「防衛ライン」等） 9



2019年9月4日

１回目 ２回目

餌付け作業 ３月18日～22日 ４月25日～５月10日（愛知県境は、4月11日～20日）

散布作業 ３月24日～29日 ５月７日～５月11日（愛知県境は４月21日、22日）

回収作業 ３月29日～４月３日 ５月12日～5月16日（愛知県境は4月26日、27日）

散布か所数（散布面積） ６００か所（１，１６７km2） ９３７か所（１，８９０km2）

餌付け作業 ３月19日～20日 ４月11日～21日

散布作業（散布期間：5日間） ３月24日、25日 4月21日、22日（岐阜県境は５月7日）

回収作業 ３月29日、30日 4月26日、27日（岐阜県境は5月12日）

散布か所数（散布面積） ６０か所（８０km2） ８４か所（１１１km2）

春期

岐阜県

愛知県

2019年における経口ワクチン散布計画の実施概要

散布の実施期間

2019年３月から１年間

　３期に分けて散布（１期は２回散布）
　春期（３月～５月上旬）、夏期（７月～９月）、冬期（１２月～２月）
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１回目 ２回目

餌付け作業 ７月１日～１２日 ８月８日～１９日

散布作業 ７月10日～１６日 ８月２０日～２４日

回収作業 ７月１５日～２１日 ８月２５日～２９日

散布か所数（散布面積） １，８００か所（８，４５０ km2） １，８００か所（８，４５０ km2）

餌付け作業 ７月１日～３日

散布作業（散布期間：5日間）
７月１２日～１４日（犬山市他）
７月２５日～２８日（豊田市他）

８月２０日～２２日（犬山市他）
８月29日～８月31日（岡崎市他）

回収作業 ７月１７日～１９日

散布か所数（散布面積） １９４か所（２６２km2） ３６０か所（５０１km2）

先行散布 ７月５日（５か所、１０km2）

餌付け作業 ７月１１日～１５日 ８月９日～２１日

散布作業 ７月１６日～１８日
８月２１日～２３日
９月２０日～２２日（P）

回収作業 ７月２１日～２３日

散布か所数（散布面積） １００か所（２８０km2） ２７０か所（１，０８０km2）、１７０か所（８００km2）

散布作業 ７月１２日、１７日、８月２０日、９月３日 ８月５日、９日

散布か所数（散布面積） １２２か所（１６１㎢） ４３か所（５３㎢）

岐阜県

福井県

夏期

愛知県

三重県
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１回目 ２回目

先行散布 ７月１９日～２０日、２９日（８０か所、１６０km2）

餌付け作業 ９月１日～３日、５日

散布作業 ９月６日～８日、１０日

回収作業 ９月１１日～１３日、１５日

散布か所数（散布面積） （調整中）

先行散布 ８月８日～８月12日

散布予定 ８月13日～26日、９月上旬

回収作業 ８月18日～（P）

散布か所数（散布面積） １５０か所（１５０㎢）

餌付け作業 ８月７日～16日

散布作業 ８月20日～22日

回収作業 ８月25日～27日

散布か所数（散布面積） ５０か所（５０ km
2）

静岡県 散布予定 ９月下旬（調整中）

滋賀県 散布予定 9月下旬（調整中）

長野県

石川県

富山県
夏期
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これまでの発⽣事例による疫学調査によると、感染野⽣イノシシや近隣の発⽣農場に由来
するウイルスが、⼈、⾞両、野⽣動物、給餌⾞及び豚の移動を介して農場内及び豚舎内に侵⼊
した可能性が指摘されているところ。これを受けて、
①毎⽇の健康観察と早期通報・相談
②野⽣動物の侵⼊防⽌対策の徹底
③適切な洗浄・消毒
④と畜場等の畜産関係施設での交差汚染防⽌対策の徹底
⑤畜産資材を導⼊する場合の対策の徹底
等について改めて周知。

農場における豚コレラ対策

１ 飼養衛⽣管理の徹底

注：順不同であり発⽣順ではない 13



①人・物・車両によるウイルスの持込み防止
・衛生管理区域、豚舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用の徹底
・人・物の出入りの記録
・飼料に肉を含み、又は含む可能性があるときは、あらかじめ
摂氏70度・30分間以上又は摂氏80度・３分間以上の加熱処理を徹底

②野生動物対策
・飼料保管場所等へのねずみ等の野生
動物の排せつ物等の混入防止
・豚舎周囲の清掃、整理・整頓
・死亡家畜の処理までの間、野生動物
に荒らされないよう適切に保管

予防対策の重要ポイント

豚舎

【衛生管理区域】

車両消毒

専用の服や靴の使用

消毒の実施

壁や金網の破損修繕

消石灰帯の設置

野生動物侵入防止
（例：フェンス設置）

死亡家畜の適切な保管
（例：コンテナ保管）

野生動物侵入防止
（例：ネット設置）

2018年10月31日農水省Webページ

14



飼養衛生管理強化の取組状況
これまでの取組（～8/21） 今後の予定

全
国

９
県
（※

１
）

※１ イノシシ陽性県及び近隣県（岐阜、愛知、三重、滋賀、長野、富山、石川、福井、静岡）

※２ 田原市（6月3日、6月20日）、岐阜市（6月20日）、名古屋市（7月1日）、津市（７月9日）、豊橋市（7月16日）、関東農政局管内（さいたま市、8月5日）、
北陸農政局管内（金沢市、8月7日）、塩尻市（8月8日）、飯田市（8月8日）、近畿農政局管内（京都市、8月9日）

都道府県の指導力強化

生産者の取組推進

・指導手引書の発出

・国、県、養豚獣医師共同で農場指導（実学）

・都道府県作成の農場チェックシートを国が

再確認し、改善ポイントをフィードバック

・強化すべきポイントを記したリーフレット配布

・野生動物侵入防止、消毒等に係る動画公開

都道府県による指導の強化

豚コレラ地域研修会の開催（※２）

・全農場の飼養衛生管理状況一覧表を毎週、

国へ報告
・農場カルテに基づき、国から課題の

改善策を都道府県へ助言

・都道府県が継続的にフォローアップ指導

・飼養衛生管理基準の見直し

（農場防護柵の設置等）

・生産者、関係事業者等に実践すべき防疫

対策について講演

く
り
返
し

・都道府県が農場毎の課題を記した

農場カルテ作成し国へ提出（～8/30）

→都道府県は国の助言を踏まえ、

農場へ再指導
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１ 早期出荷奨励⾦（補助率：1/2）
基準額肥育豚：39,000円/頭、繁殖豚：評価額
レンダリング処理上限5,000円/頭（哺乳豚上限3,000円/頭）

２ 経営再開⽀援（補助率：定額（1/2相当額））
空舎期間中の固定経費相当分を⽀援
肥育豚：12,000円/頭、繁殖豚57,000円/頭

３ 衛⽣管理向上⽀援
①衛⽣管理強化に要する施設整備等を⽀援（補助率：1/2）
②地域で取り組む衛⽣管理資材の導⼊・備蓄を⽀援（補助率：定額）

４ 繁殖⺟豚再導⼊⽀援
早期出荷を⾏った農家による繁殖⺟豚の再導⼊を⽀援
（補助率：1/2（上限40,000円/頭））

陽性野⽣イノシシ10km圏内農場において以下の事業を活⽤可能。
１、２及び４については発⽣農家を除く。３については発⽣農家も対象に含む。

○ 早期出荷対策
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